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保護者の皆様 

呉市立宮原小学校 

校長  木谷  順子 

気象警報発表時の対応（お知らせとお願い） 

 

 陽春の候 保護者の皆様におかれましてはますますご清栄のことと存じます。 

平素は，本校教育活動にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて，「悪天候等」で気象警報が発表されたときの対応を，今年度は次の通り

実施いたしますので，よろしくお願いいたします。 

 

１ 登校前に，気象警報が発表された場合 

（１）午前６時３０分の時点で，「呉市」に大雨，洪水，暴風のうち 

１つ以上警報が出ている場合は，『終日臨時休業』とします。 

   学校より，あらためて連絡（メール配信等）はしません。 

２ 午前６時３０分から始業時刻の間に，警報が発表された場合 

（１）自宅にいる場合は「臨時休業」とします。 

（２）登校中または登校している場合は「学校待機」とします。 

保護者のお迎えをお願いします。 

３ 登校後に，気象警報が発表された場合 

（１）原則，警報が解除されるまでは，「学校待機」とします。 

（２）下校時刻の時点で警報が解除されない場合は，保護者のお迎えをお願い

します。 

（３）tetoru（テトル）を通して，学校からお知らせいたします。 

 

【その他】 

１ 警報が発表された後の下校方法については，保護者のお迎えを原則としま

す。ただし，気象状況を見ながら，安全が確保できると判断した場合は，教

職員の見守り体制の下，一斉下校等を行う場合もあります。（tetoruでお知

らせします。） 

２ 情報確認は，NHKテレビ画面のテロップ（ｄボタン），呉市防災情報メー 

ル等でご確認ください。 

 ※先日ご案内した「呉市防災情報メール」は避難情報や気象情報を携帯電話へ

メールで配信されます。「呉市防災情報メール」への登録をお願いします。 

３ 放課後児童会関係は，放課後児童会の対応手順に従います。 



 

呉市立宮原小学校 

気象警報発表時の対応マニュアル 

１ 登校前に気象警報が発表された場合 

 

 

 

 

 

 

☛ 学校から保護者に改めて連絡（メール配信等）はしない。 

 

２ 午前６時３０分から始業時刻(８：１５)までの間に，気象警報が発表された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事情等で保護者が迎えに来ることができない児童の下校について】 

○ 気象状況を見ながら，安全が確保できると判断した場合は，教職員の見守り体

制の下，集団下校等を実施する。メール配信等でその旨を連絡する。 

 

３ 登校後に，気象警報が発表された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保護者の迎え（原則）が困難な場合，気象状況を見ながら，安全が確保できると

判断した場合は，教職員の見守り体制の下，集団下校する。 

 

 ☛ 安全の確保が困難な場合は，呉市教育委員会と連携し対応を協議する。 

 

４ その他 

☛ 呉市教育委員会が別途指示し，臨時休業をする場合もある。 

メール配信等で迎えを依頼 

メール配信等で迎えを依頼 

午前６時３０分の時点で，呉市に大雨・洪水・暴風のうち１つでも気象

警報が発令されている。 

自宅にいる。 

終日「臨時休業」 

終日「臨時休業」 

登校中又は既に登校している。 

「学校待機」 

保護者の迎え（原則）で下校 

原則，気象警報解除まで下校させない。 

下校時刻の時点でも気象警報が解除されない。 

保護者の迎え（原則）で下校 

令和７年度 


